
電気需給契約書（案） 

 

発注者 国立大学法人帯広畜産大学（以下「甲」という。）と供給者    （以下「乙」とい

う。）との間において，「帯広畜産大学で使用する電気一式」の需給に関し，次の条項により需

給契約を結ぶものとする。 

 

第１条 乙は，別紙の「帯広畜産大学で使用する電気一式 仕様書」に基づき，需要に応じて

安定的に供給し，甲は乙にその対価を支払うものとする。 

第２条 契約金額は，次のとおりとする。 

    基本料金単価（円／ｋＷ）   金   円  銭 

    電力量料金単価（円／ｋＷｈ） 平日昼間  金   円  銭 

                   平日夜間  金   円  銭 

                   休日昼間  金   円  銭 

                   平日夜間  金   円  銭 

    （いずれの額も消費税及び地方消費税を含む。） 

 

第３条 乙が電気を供給する場所及び期間は，次のとおりとする。 

    需給場所 帯広市稲田町西２線１１番地（帯広畜産大学構内） 

    契約期間 令和３年４月１日０時００分から 

令和４年３月３１日２４時００分まで 

第４条 乙は，本契約によって生じる権利若しくは義務を第三者に譲渡し，または継承させて

はならない。ただし，甲の承諾を得た場合はこの限りではない。 

第５条 甲の電気使用量は，都合により予定使用電力量を上回り，又は下回ることができる。 

第６条 契約電力を変更する必要があるときは，乙の責めに帰すべき理由により超過した場合

を除き，甲乙協議の上変更するものとする。 

  ２ 甲が前項の規定によらないで契約電力を超過した場合は，あらかじめ甲乙協議により

定めた契約超過金を乙に支払うものとする。但し，一般電気事業者が定める約款の契約

超過金の範囲内とする。 

第７条 税法の改正により，消費税等の税率変更があった場合には，本契約における消費税分

を含む代金額を変更することができるものとする。 

第８条 計量日は，原則として毎月１日とし，乙は計量日に記録された使用電力量等を読み取

り，甲の指定する職員の検査を受けなければならない。 

第９条 料金の算定は１月（前月の計量日から当月の計量日の前日までの期間をいう）毎に 

その使用電力量等によって行う。なお，料金に１円未満の端数があるときは，その端数

を切り捨てるものとする。 

第 10 条 乙は第８条で定めた検査終了後，仕様書に定める契約電力と第２条に定める契約金

額（基本料金単価）を乗じて得た額に力率による割増，割引額を加算した金額（以下

「基本料金」という。）及び当該月の使用電力量に第２条に定める契約金額（電力量料

金単価）を乗じて得た金額に燃料費調整額を加算又は減算した金額（以下「電力量料

金」という。）と再生可能エネルギー発電促進賦課金を加算して得られた額を１月毎に

甲に請求書により請求するものとし，甲は適正な請求書を受理した日から３０日以内

に支払うものとする。 

２ 前項の力率は，1 月の力率が８５パーセントを上回る場合は，その上回る１パーセ 



ントにつき基本料金を１パーセント割り引いた額とし，８５パーセントを下回る場合は，

その下回る１パーセントにつき基本料金を１パーセント割り増した額とする。 

第 11 条 燃料調整費額は，北海道を管轄とする旧一般電気事業者が定める算式によって算定

された額を超えない範囲とする。 

第 12 条 再生可能エネルギー発電促進賦課金は，当該月中の電気使用量に北海道を管轄とす

る一般送配電事業者が定める再生可能エネルギー発電促進賦課金を乗じた額とする。 

第 13 条 代金の請求書は，帯広畜産大学経理課に送付するものとする。 

第 14 条 契約保証金は，免除する。 

第 15 条 甲及び乙は，経済情勢の変動，天災地変，法令の改正または改廃その他著しい 

情勢の変更により，本契約に定める条件が不適当となったと認められる場合には，甲                                   

乙協議の上，本契約の全部又は一部を変更することができる。 

２ 前項の場合において，本契約に定める条項を変更する必要があるときは，甲乙協議の

上，書面により定めるものとする。 

第 16条 この契約の締結及び電気の供給に係る手続きに要する費用は，原則乙の負担とする。 

第 17 条 乙は，この契約によって知得した内容を契約の目的外に利用し，または第三者に漏

らしてはならない。 

第 18 条 甲は，乙が次の各号のいずれかに該当したときは，本契約の全部又は一部を解除す

ることができるものとする。 

（１） 乙が天災その他不可抗力の原因によらないで，電力の供給をする見込みのないと甲

が認めたとき。 

（２） 乙が正当な事由により解約を申し出たとき。 

（３） 本契約の履行に関し，乙またはその従業員，使用人等に不正な行為があったとき。 

（４） 前各号に定めるもののほか，乙が本契約条項に違反したとき。 

第 19 条 甲は，乙の責に帰すべき事由により本契約が解除された場合において，甲が損害を

受けたときは，損害賠償を請求することができる。 

第 20 条 本契約についての必要な細目は，国立大学法人帯広畜産大学契約事務取扱規程第２

条に定める物品供給契約基準によるものとする。 

第 21 条 この契約について，甲乙間に紛争を生じた場合，双方協議の上，これを解決するも

のとする。 

第 22 条 この契約に定めのない事項について，これを定める必要がある場合は，甲乙間にお

いて協議して定めるものとする。 

第 23 条 この契約に関する紛争については，釧路地方裁判所帯広支部を第一審の専属的合意

管轄裁判所とする。 

 

上記契約の成立を証するため，甲乙は次に記名し，印を押すものとする。 

この契約書は２通作成し，双方で各１通を所持するものとする。 

 

令和  年  月  日 

                 甲 帯広市稲田町西２線１１番地 

                   国立大学法人帯広畜産大学 

                   契約担当役 事務局長 藤 波 豊 彦 

              

                 乙  

 


